
加入者（被保険者）の方にお支払いいただく保険料は、２年ごとに保険料
率を決めることとなっております。
平成22・23年度の新しい保険料率をお知らせします。

～ 保険料率が変わります ～

【 1,049円増 】

（１）均等率の軽減～ 所得に応じて、均等割44，192円が以下のとおり軽減となります。

●保険料の軽減について

【本人の所得に応じた額】

（軽減は、世帯の加入者全員と世帯主の所得の合計で判定します。

加入者ではない世帯主の所得も判定の対象となります）

※この保険料率に基づく平成22年度の保険料額は、６月に「保険料額決定通知書」により個別に通知します。

（加入者が等しく負担）
43,143円

平成20・21年度
（年間）均 等 割

44,192円

平成22・23年度
（年間）

【 0.65ポイント増 】

（加入者の所得に応じて負担） 9.63％

平成20・21年度所 得 割

10.28％

平成22・23年度

●保険料の計算方法（平成22年度）

保険料は、全ての加入者（被保険者）の方にかかります。

保険料額は、加入者（被保険者）が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の

合計で計算します。

世帯主や加入者（被保険者）の所得に応じて、保険料の軽減があります。

【１人当たりの額】

（平成21年中の所得－33万円）×10.28％

所 得 割均 等 割

44,192円 限度額50万円
（100円未満切り捨て）

１年間の保険料

＝+

加入者（被保険者）の皆様に健康や医療に対する理解を深めていただくとともに、制度の健全な運営を図る

ために、医療費通を行っています。

平成21年７月から平成21年12月診療分の医療費通知を、３月末に北海道後期高齢者医療広域連合より送付し

ています。

医療費通知は、請求書ではなく、医療機関等からの診療報酬明細書に基づき「医療費の総額」を記載してお

り、記載されている月に病院や薬局などにかかられた一覧です。

医療機関等の請求の遅れ等のため、医療費通知に記載されないことがありますが、ご不明な点がございまし

たら、下記までお問い合わせください。

※軽減判定→180万円－120万円（公的年金等控除）－33万円（基礎控除）＝27万円（軽減に該当）

※所得割→27万円×10．28％×５割＝13,878円〈年間保険料のうち所得割額分〉

例）年金収入180万円の場合

前年の所得から33万円を引いた額が58万円以下の方は、所得割が５割軽減となります。

■「医療費通知」について

（２）所得割の軽減～ 加入者個人の所得で判定します。

※被用者保険とは…

全国健康保険協会管掌健康保険や組合管掌健康保険、共済組合など、いわゆるサラリーマンの健康保険のことです。

市町村の国民健康保険や国民健康保険組合は、含まれません。

この制度に加入したときに、被用者保険の被扶養者だった方は、所得割はかからず均等割が９割軽減と

なります。

（３）被用者保険の扶養者であった方の保険料の軽減

津別町役場保健福祉課

後期高齢者医療担当　６番窓口

†0152－76－2151

内線228・229

北海道後期高齢者医療広域連合　†011－290－5601

問い合わせ先

国民健康保険（退職者医療も含みます）の保険証の更新を下記の日程表のとおり行います。

保険証は、国保の資格を証明するものでお医者さんにかかるとき必要となるものです。

必ず期日までに更新の手続きをして下さい。（７５歳以上の方は対象となりません）

なお、特別な理由もなく保険税を納めない人には、有効期限の短い保険証が交付されるこ

とになります。また、納期限から1年を過ぎても滞納を続けていると、保険証を返却願い

「被保険者資格証明書」が交付され、病院にかかるときはいったん１０割の医療費を支払

うことになります。未納がある方は、役場健康医療グループまたは税務収納グループにご

相談下さい。

保険証更新日程表（土・日・祝日は除きます）更新手続きの方法

【必要なもの】保険証、印鑑

なお、４月から社会保険になる方

は、国保の喪失届が必要です。

問い合わせ先　

役場 健康医療グループ

†76－2151


